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紹介と批評
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『
開
発
の
国
際
法
－
第
三
世
界
と
国
際
法
の
評
価
ー
』

　
先
進
国
と
開
発
途
上
国
と
の
問
の
著
し
い
開
発
格
差
か
ら
生
じ
た
い
わ

ゆ
る
南
北
問
題
が
、
特
に
一
九
六
〇
年
代
初
め
か
ら
、
国
際
社
会
に
お
け

る
重
要
な
問
題
と
し
て
次
第
に
ク
ロ
！
ズ
・
ア
ッ
プ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
．
し
か
し
、
伝
統
的
国
際
法
に
お
け
る
形
式
的
な
主
権
平
等
原
則
と
か

抽
象
的
、
画
一
的
な
「
国
家
」
と
い
う
従
来
の
概
念
装
置
を
も
っ
て
し
て

は
、
南
北
問
題
を
国
際
法
上
の
問
題
と
し
て
十
分
に
把
握
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
そ
こ
で
、
開
発
の
不
平
等
と
い
う
国
際
社
会
の
現
実
に
対
す
る

国
際
法
の
適
応
の
問
題
が
惹
起
さ
れ
る
。
本
書
の
表
題
で
あ
る
「
開
発
の

国
際
法
U
き
詳
冒
8
§
暮
一
9
巴
倉
∪
曾
巴
8
冨
ヨ
①
暮
H
D
I
D
」
と
は
、

ま
ず
開
発
の
不
平
等
を
国
際
法
上
の
問
題
と
し
て
認
識
し
た
上
で
、
社
会

連
帯
に
基
づ
き
、
か
か
る
不
平
等
の
是
正
策
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。

　
著
者
は
、
一
九
四
三
年
に
モ
・
ッ
コ
の
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
生
ま
れ
、
現
在

同
国
に
あ
る
ラ
バ
ト
大
学
の
法
学
部
教
授
で
あ
る
。
著
者
は
、
第
三
次
国

連
海
洋
法
会
議
に
お
い
て
モ
・
ッ
コ
の
代
表
団
の
一
員
と
し
て
活
躍
し
、

近
年
は
深
海
底
な
ど
の
海
洋
法
に
関
す
る
論
文
を
い
く
つ
か
発
表
し
て
い

（
1
）

る
。　

さ
て
、
フ
ラ
ン
ス
国
際
法
学
会
は
、
一
九
七
三
年
に
「
開
発
途
上
国
と

国
際
法
の
変
容
」
と
い
う
統
一
テ
ー
マ
を
取
り
上
げ
る
な
ど
、
自
国
と
ア

フ
リ
カ
諸
国
と
の
歴
史
的
関
係
も
考
慮
し
て
か
、
開
発
問
題
に
積
極
的
に

取
り
組
ん
で
い
る
。
そ
の
成
果
と
し
て
、
フ
ロ
ー
リ
ィ
客
固
。
曙
及
び

ペ
レ
》
℃
亀
9
に
よ
る
「
D
I
D
」
と
題
し
た
著
書
が
、
そ
れ
ぞ
れ
一

九
七
〇
年
代
後
半
に
零
①
馨
の
q
巳
＜
①
邑
鼠
困
の
号
宰
導
8
を
通
じ
て

刊
行
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
デ
ィ
ー
ン
客
脅
9
昌
、
テ
ィ
エ
リ
ー
娼

臣
営
曙
な
ど
の
、
フ
ラ
ン
ス
の
比
較
的
新
し
い
国
際
法
の
教
科
書
の
中

に
は
、
D
I
D
の
概
念
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
．
以
上
か
ら
、
フ
ラ
ン

ス
で
は
、
D
I
D
の
概
念
が
か
な
り
一
般
化
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
．

　
L
か
し
、
著
者
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
第
三
世
界
の
国
際
法
学
者
は
、

こ
れ
ま
で
一
般
に
当
該
概
念
の
使
用
を
躊
躇
し
て
い
た
。
従
っ
て
、
第
三

世
界
に
所
属
す
る
著
者
が
、
そ
の
著
書
の
表
題
に
D
I
D
を
使
用
し
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

と
自
体
す
で
に
革
新
で
あ
る
と
評
す
る
人
さ
え
い
る
．
そ
の
意
味
で
、
本

書
は
、
第
三
世
界
の
国
際
法
学
者
が
フ
ラ
ン
ス
で
一
般
化
し
て
い
る
D
I

D
の
概
念
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
か
を
知
る
上
で
有
用
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
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序
論
「
国
際
法
の
変
容
と
開
発
」
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、
D
I
D
の
概

念
を
初
め
て
提
起
し
た
フ
ィ
リ
ッ
プ
＞
●
℃
琶
甘
及
び
ヴ
ィ
ラ
リ
罫

く
罵
巴
茸
の
各
論
文
（
一
九
六
五
年
）
が
紹
介
さ
れ
、
さ
ら
に
英
米
と
第
三

世
界
の
国
際
法
学
者
が
D
I
D
よ
り
も
新
国
際
経
済
秩
序
の
用
語
を
好
む

傾
向
と
そ
の
理
由
が
示
さ
れ
て
い
る
。
1
「
第
三
世
界
と
国
際
法
」
で
は
、

第
三
世
界
の
内
部
的
異
質
性
と
対
外
的
連
帯
性
が
説
明
さ
れ
る
と
と
も
に
、

第
三
世
界
に
よ
る
民
族
自
決
権
の
要
求
と
そ
の
実
定
法
化
の
過
程
が
分
析

さ
れ
て
い
る
。
H
「
国
家
の
開
発
の
不
平
等
」
で
は
、
象
ぎ
一
8
冨
幕
彗

の
概
念
定
義
が
行
わ
れ
て
い
る
。
著
者
は
、
「
開
発
（
ま
た
は
発
展
）
」
が
、

経
済
的
、
量
的
次
元
だ
け
で
な
く
、
精
神
的
（
文
化
的
）
、
質
的
次
元
を
も

含
む
多
元
的
概
念
で
あ
り
、
経
済
成
長
と
同
義
で
は
な
い
こ
と
、
従
っ
て
、

外
国
の
資
本
と
技
術
に
依
存
し
た
外
発
的
開
発
で
は
な
く
、
途
上
国
自
身

の
固
有
の
文
化
を
重
視
し
た
内
発
的
開
発
象
奉
一
8
冨
馨
暮
。
民
轟
9
①

が
必
要
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
皿
「
国
際
法
の
評
価
」
で
は
、
D
I
D

と
国
際
経
済
法
と
の
相
違
点
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
と
も
に
、
国
際
的
な

規
範
と
制
度
が
、
低
開
発
状
態
か
ら
離
脱
し
且
つ
そ
の
主
権
を
強
化
し
よ

う
と
す
る
第
三
世
界
の
努
力
に
ど
の
程
度
貢
献
す
る
の
か
あ
る
い
は
そ
の

障
碍
に
な
る
の
か
、
と
い
う
問
題
を
客
観
的
に
検
討
す
る
必
要
性
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
W
「
発
展
の
権
利
費
昌
窪
象
く
巴
8
冨
幕
暮
」
と
は
、

開
発
と
人
権
を
連
繋
し
、
国
際
レ
ベ
ル
だ
け
で
な
く
国
内
レ
ベ
ル
で
も
開

発
の
不
平
等
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
概
念
で
あ
る
。
当
該
概

念
を
初
め
て
提
唱
し
た
ケ
バ
・
ム
バ
イ
エ
国
①
ぎ
竃
、
閃
塁
。
の
「
人
権
と

し
て
の
発
展
の
権
利
」
と
題
し
た
講
演
に
始
ま
り
、
発
展
の
権
利
を
国
際

社
会
の
連
帯
に
基
づ
い
た
「
第
三
世
代
の
人
権
」
の
中
に
位
置
付
け
た
ヴ

ァ
サ
ク
国
。
＜
器
爵
の
論
文
、
国
連
人
権
委
員
会
の
作
業
、
さ
ら
に
ハ

ー
グ
国
際
法
ア
カ
デ
ミ
ー
と
国
連
大
学
の
共
催
に
よ
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

（
哺
九
七
九
年
）
が
順
次
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
発
展
の
権
利
の
意
義

と
問
題
点
に
つ
い
て
も
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
．
V
「
国
際
法
の
分
析
方

法
の
刷
新
」
で
は
、
方
法
論
の
イ
デ
オ
・
ギ
ー
的
非
中
立
性
が
明
ら
か
に

さ
れ
る
と
と
も
に
、
実
証
主
義
が
、
法
主
体
性
と
か
法
源
論
に
見
ら
れ
る

よ
う
に
過
度
の
形
式
主
義
に
陥
っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
非
現
実
的
で
あ

る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
．
著
者
は
、
国
際
的
現
実
に
適
合
し
た
分
析

方
法
と
し
て
、
弁
証
法
的
分
析
方
法
（
法
的
相
対
主
義
）
と
機
能
主
義
的
分

析
方
法
の
長
所
と
短
所
を
そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
た
の
ち
、
両
者
を
折
衷
し
た

方
法
が
適
当
で
あ
る
と
結
論
し
て
い
る
。

　
第
一
章
「
新
国
際
経
済
秩
序
N
O
E
I
」
に
お
い
て
は
、
新
秩
序
の
要

求
が
、
現
在
で
は
経
済
だ
け
で
な
く
、
情
報
、
文
化
な
ら
び
に
教
育
に
ま

で
拡
大
し
て
い
る
こ
と
が
最
初
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
1
「
N
O
E
I
の

起
源
」
と
n
「
N
O
E
I
の
起
草
枠
組
」
で
は
、
当
該
概
念
が
一
九
七
〇

年
代
初
め
か
ら
国
際
舞
台
に
登
場
し
、
そ
の
後
国
際
組
織
の
決
議
等
を
通

じ
て
次
第
に
凝
固
し
て
い
く
過
程
が
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
N

O
E
I
の
基
本
枠
組
が
示
さ
れ
、
ま
た
南
北
問
題
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
と

フ
ラ
ン
ス
の
対
応
の
違
い
も
鮮
明
に
描
か
れ
て
い
る
。
皿
「
N
O
E
I
の

た
め
の
包
括
交
渉
Z
甜
＆
畳
0
3
9
3
亀
雷
”
N
G
の
対
象
」
で
は
、
開

発
途
上
国
．
特
に
産
油
国
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
開
発
問
題
全
般
の
包
括
的
解

決
の
要
求
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
第
六
回
非
同
盟
諸
国
首
脳
会
議
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紹介と批評

（
一
九
七
九
年
）
に
よ
り
提
案
さ
れ
た
N
G
の
準
備
作
業
が
、
国
連
総
会
及

び
国
連
の
枠
外
で
の
カ
ン
ク
ン
南
北
サ
ミ
ッ
ト
（
一
九
八
一
年
）
に
お
い
て

あ
ま
り
進
展
し
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
著
者
は
、
そ

の
理
由
と
し
て
、
N
G
会
議
の
権
限
ー
集
権
的
又
は
分
権
的
－
及
び

議
題
の
選
定
を
め
ぐ
る
南
北
の
対
立
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
第
二
章
「
D
I
D
の
行
為
主
体
」
に
お
い
て
は
、
国
家
、
国
際
制
度
及

び
多
国
籍
企
業
に
つ
い
て
記
述
さ
れ
て
い
る
．
1
「
国
家
の
カ
テ
ゴ
リ

r
」
で
は
、
国
連
貿
易
開
発
会
議
に
お
け
る
政
治
・
地
理
学
的
分
類
に
従

っ
て
、
北
の
先
進
国
（
ソ
連
・
東
欧
社
会
主
義
諸
国
を
含
む
）
と
、
受
益
側
た

る
南
の
開
発
途
上
国
に
分
類
さ
れ
て
い
る
．
ま
た
、
後
者
の
特
別
カ
テ
ゴ

リ
ー
と
し
て
、
後
発
開
発
途
上
国
と
内
陸
、
島
填
開
発
途
上
国
の
概
念
が

導
入
さ
れ
て
い
る
．
H
「
国
際
開
発
制
度
」
で
は
、
開
発
問
題
に
対
す
る

既
存
の
国
連
制
度
の
適
応
と
、
新
設
の
国
際
開
発
協
力
制
度
に
つ
い
て
記

述
さ
れ
て
い
る
．
前
者
に
つ
い
て
は
、
経
済
社
会
理
事
会
の
地
位
の
向
上
、

安
全
保
障
理
事
会
に
お
け
る
拒
否
権
、
国
際
通
貨
基
金
と
世
界
銀
行
に
お

け
る
加
重
票
制
度
の
問
題
が
検
討
さ
れ
て
い
る
．
後
者
に
つ
い
て
は
、
国

際
農
業
開
発
基
金
と
一
次
産
品
共
通
基
金
が
、
国
家
グ
ル
ー
プ
間
に
票
を

平
等
に
配
分
す
る
こ
と
に
よ
り
加
重
票
制
度
を
緩
和
し
、
ま
た
新
海
洋
法

条
約
に
お
け
る
国
際
海
底
機
構
が
同
制
度
の
採
用
を
拒
否
し
た
事
実
が
紹

介
さ
れ
て
い
る
．
皿
「
多
国
籍
企
業
S
T
N
」
で
は
、
制
限
的
商
慣
行
、

税
法
の
不
十
分
な
適
用
、
受
入
国
の
政
治
問
題
へ
の
介
入
な
ど
、
S
T
N

の
問
題
点
と
、
S
T
N
の
活
動
の
国
際
的
規
制
の
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
．
ま
た
、
S
T
N
委
員
会
（
経
済
社
会
理
事
会
）
の
政
府
間
作
業
グ
ル

ー
プ
が
一
九
八
一
年
に
提
出
し
た
S
T
N
行
動
準
則
案
に
関
し
て
、
S
T

N
の
定
義
と
、
準
則
の
法
形
式
ー
条
約
又
は
決
議
1
を
め
ぐ
る
南
北

の
対
立
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　
第
三
章
「
D
I
D
の
独
自
の
法
源
」
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、
国
際
法
の

主
要
な
法
源
で
あ
る
条
約
と
慣
習
法
の
特
徴
と
し
て
、
国
際
法
主
体
間
の

関
係
の
規
律
、
時
問
消
費
性
、
規
範
的
厳
格
性
な
ど
が
示
さ
れ
て
い
る
．

し
か
し
、
D
I
D
の
起
草
に
あ
た
っ
て
は
、
国
際
的
社
会
経
済
関
係
の
発

展
に
対
す
る
迅
速
な
適
応
性
と
、
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
関
係
の
規
律

に
必
要
な
柔
軟
性
が
確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
著
者
は
、
国
際
組

織
の
決
議
が
こ
れ
ら
の
要
件
を
充
た
す
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
て
い
る
．

1
「
国
際
組
織
の
決
議
」
で
は
、
そ
の
法
的
価
値
の
評
価
に
関
し
て
、
次

の
諸
要
素
を
考
慮
に
入
れ
て
綜
合
的
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
記
述

さ
れ
て
い
る
ー
ω
採
択
の
状
態
（
コ
ン
セ
ン
サ
ス
か
あ
る
い
は
代
表
的
国
家

を
含
む
圧
倒
的
多
数
の
支
持
）
、
働
議
事
録
、
㈹
留
保
、
㈲
規
範
的
文
言
、
な

ら
び
に
㈲
実
施
メ
カ
ニ
ズ
ム
。
ま
た
、
国
際
組
織
の
決
議
は
、
慣
習
法
の

構
成
要
素
で
あ
る
法
的
信
念
8
巨
。
甘
冨
を
表
示
す
る
も
の
と
し
て
、

国
際
関
係
の
発
展
に
対
す
る
慣
習
法
の
漸
進
的
適
応
に
お
い
て
無
視
で
き

な
い
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
う
．
そ
の
態
様
と
し
て
、
ω
慣
習
法
の

形
成
過
程
の
出
発
点
、
ω
先
在
す
る
慣
習
法
の
結
晶
化
、
⑥
古
い
慣
習
法

の
廃
棄
、
＠
慣
習
法
の
形
成
過
程
の
加
速
と
い
う
四
例
が
提
示
さ
れ
て
い

る
．
H
「
ソ
フ
ト
・
・
i
」
は
、
「
そ
の
名
宛
人
に
広
汎
な
解
釈
の
幅
を

与
え
、
単
に
結
果
の
義
務
、
現
状
維
持
の
義
務
及
び
交
渉
の
義
務
を
含
む

に
す
ぎ
な
い
規
範
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
第
一
の
結
果
の
義
務
と
は
、
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ソ
フ
ト
・
・
！
が
、
原
則
及
び
目
的
の
レ
ベ
ル
で
は
規
範
性
を
も
つ
が
、

そ
の
実
現
方
法
の
レ
ベ
ル
で
は
曖
昧
で
、
名
宛
人
に
広
い
手
段
選
択
の
自

由
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
の
例
と
し
て
、
政
府
開
発

援
助
、
行
動
準
則
、
一
般
特
恵
制
度
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
第
二
の
現
状

維
持
又
は
不
作
為
の
義
務
は
、
事
態
の
凍
結
に
よ
り
対
立
の
激
化
を
避
け
、

そ
の
間
に
適
当
な
解
決
策
を
探
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
．
そ
の
例
と
し
て
、

宇
宙
空
間
と
深
海
底
に
関
す
る
国
連
総
会
決
議
が
各
々
引
用
さ
れ
て
い
る
。

第
三
の
交
渉
の
義
務
は
、
第
｝
の
義
務
の
動
態
性
と
第
二
の
義
務
の
静
態

性
を
調
整
し
、
ま
た
具
体
的
事
情
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
．

交
渉
の
義
務
は
、
合
意
に
到
達
す
る
義
務
を
含
意
し
て
い
な
い
も
の
の
、

誠
実
の
義
務
（
交
渉
の
義
務
の
主
観
的
側
面
）
と
、
妥
協
の
衡
平
の
義
務
（
交

渉
の
義
務
の
客
観
的
側
面
）
を
包
含
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
．

　
第
四
章
「
資
源
使
用
権
」
の
ー
「
資
源
に
対
す
る
国
家
の
権
利
の
カ
テ

ゴ
リ
ー
」
で
は
、
国
家
の
主
権
に
基
づ
い
た
権
利
、
自
由
使
用
権
、
集
団

的
権
利
と
い
う
三
つ
の
形
態
が
示
さ
れ
て
い
る
．
ω
国
家
の
主
権
に
基
づ

い
た
権
利
は
、
領
域
（
大
陸
棚
を
含
む
）
に
対
す
る
国
家
の
主
権
と
、
排
他

的
経
済
水
域
に
対
す
る
沿
岸
国
の
主
権
的
権
利
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
ま

ず
領
域
権
原
に
関
連
し
て
、
実
効
性
だ
け
で
な
く
、
民
族
自
決
権
に
合
致

し
た
国
際
的
合
法
性
の
概
念
も
提
示
さ
れ
て
い
る
。
著
者
は
、
天
然
資
源

に
対
す
る
恒
久
主
権
に
つ
い
て
も
言
及
し
、
当
該
主
権
概
念
の
形
成
過
程

を
示
す
と
と
も
に
、
国
有
化
を
め
ぐ
る
次
の
二
つ
の
問
題
を
検
討
し
て
い

る
。
第
一
は
、
恒
久
主
権
が
強
行
規
範
甘
の
8
鴨
塗
で
あ
る
か
ど
う
か

と
い
う
問
題
で
あ
る
。
著
者
は
、
恒
久
主
権
の
強
行
規
範
性
と
不
可
譲
渡

性
を
強
調
す
る
立
場
か
ら
．
リ
ビ
ア
・
ト
プ
ロ
事
件
に
お
け
る
デ
ュ
ピ
ュ

イ
罰
』
∪
ε
昌
の
仲
裁
判
断
が
、
権
利
の
享
有
レ
ベ
ル
で
は
そ
の
強

行
規
範
性
を
認
め
な
が
ら
、
権
利
の
行
使
レ
ベ
ル
で
は
コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン

契
約
に
よ
る
制
限
が
可
能
と
述
べ
て
い
る
点
を
批
判
し
て
い
る
。
第
二
は
，

国
有
化
に
お
け
る
補
償
の
問
題
で
、
著
者
は
、
補
償
の
義
務
が
十
分
確
立

さ
れ
て
い
る
と
す
る
一
方
で
、
最
近
の
補
償
の
実
例
を
検
討
し
た
後
、
衡

平
な
補
償
の
原
則
が
完
全
な
補
償
の
原
則
に
代
替
し
つ
つ
あ
る
と
結
論
し

て
い
る
。
ω
公
海
と
宇
宙
に
お
け
る
自
由
使
用
権
に
関
し
て
は
、
特
に
、

人
工
衛
星
の
飛
躍
的
増
大
に
伴
っ
た
赤
道
上
の
静
止
軌
道
の
利
用
を
め
ぐ

る
問
題
が
検
討
さ
れ
て
い
る
．
⑥
集
団
的
権
利
は
、
人
類
の
共
同
遺
産
と

し
て
の
深
海
底
の
資
源
に
つ
い
て
認
め
ら
れ
る
と
い
う
。
著
者
は
、
ア
メ

リ
カ
な
ど
の
一
方
的
立
法
と
相
互
主
義
協
定
が
、
強
行
規
範
的
慣
習
法
で

あ
る
人
類
の
共
同
遺
産
の
原
則
に
抵
触
し
違
法
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

H
「
国
家
資
源
の
開
発
協
力
形
態
」
で
は
、
開
発
協
力
取
極
方
式
と
共
同

事
業
方
式
と
が
、
実
例
を
踏
ま
え
て
詳
し
く
記
述
さ
れ
て
い
る
。

　
第
五
章
「
一
次
産
品
の
価
格
と
市
場
の
規
制
」
に
お
い
て
は
、
一
次
産

品
問
題
が
南
北
対
話
の
中
心
議
題
で
あ
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い
る
．
1

「
一
次
産
品
と
開
発
」
で
は
、
一
次
産
品
の
定
義
お
よ
び
一
次
産
品
の
輸

出
所
得
に
対
す
る
開
発
途
上
国
の
過
度
の
依
存
性
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
．
H
「
商
品
別
ア
プ
・
ー
チ
」
で
は
、
生
産
国
と
消
費
国
の
両
者
が
当

事
国
と
な
っ
て
い
る
国
際
商
品
協
定
と
、
石
油
輸
出
国
機
構
O
P
E
P
な

ど
の
一
次
産
品
生
産
国
機
構
が
詳
し
く
検
討
さ
れ
て
い
る
。
皿
「
地
域
的

ア
プ
ロ
ー
チ
」
で
は
、
E
E
C
構
成
国
と
A
（
ア
フ
リ
ヵ
）
C
（
カ
リ
ブ
）
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P
（
太
平
洋
）
五
七
力
国
の
間
で
一
九
八
○
年
に
締
結
さ
れ
た
第
二
次
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

メ
協
定
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
著
者
は
、
同
協
定
に
関
し
て
、
ω
輸
出
所

得
安
定
化
制
度
の
鼠
ぎ
図
、
吻
相
互
売
買
保
証
と
価
格
保
証
（
準
価
格
イ
ン

デ
ク
セ
ー
シ
ョ
ン
を
伴
う
）
を
組
合
せ
た
砂
糖
に
関
す
る
特
別
制
度
、
團
鉱

産
物
援
助
制
度
の
巻
巨
づ
な
ど
を
詳
し
く
紹
介
し
て
い
る
．
W
「
包
括
的

ア
プ
・
i
チ
」
で
は
、
国
連
貿
易
開
発
会
議
が
、
一
次
産
品
問
題
の
包
括

的
解
決
を
目
的
と
し
て
採
択
し
た
「
一
次
産
品
総
合
計
画
」
（
一
九
七
六
年
）

と
、
そ
の
実
施
の
た
め
の
「
共
通
基
金
設
立
協
定
」
（
一
九
八
O
年
）
に
つ

い
て
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
．

　
第
六
章
「
通
商
特
恵
」
で
は
、
幼
稚
産
業
を
擁
す
る
開
発
途
上
国
が
、

工
業
製
品
・
半
製
品
の
貿
易
に
お
い
て
、
無
差
別
・
相
互
主
義
に
基
づ
い

た
ガ
ッ
ト
の
一
般
的
最
恵
国
待
遇
で
は
な
く
、
非
相
互
主
義
的
な
特
恵

胃
無
曾
曾
8
待
遇
を
必
要
と
し
て
い
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
1

「
一
般
特
恵
制
度
S
G
P
」
で
は
、
国
連
貿
易
開
発
会
議
に
お
け
る
当
該

制
度
の
定
式
化
過
程
が
詳
し
く
説
明
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
ガ
ッ
ト
は
、

「
貿
易
及
び
開
発
」
と
題
し
た
第
四
部
の
追
加
に
よ
り
、
開
発
の
不
平
等

の
存
在
と
非
相
互
主
義
を
認
め
た
も
の
の
、
義
務
免
除
条
項
（
第
二
五
条

五
項
）
の
援
用
に
よ
っ
て
S
G
P
を
処
理
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
（
一
九
七

一
年
）
。
こ
の
こ
と
は
、
ガ
ッ
ト
が
、
S
G
P
を
、
ガ
ッ
ト
・
ル
ー
ル
に
対

す
る
一
時
的
、
例
外
的
逸
脱
と
考
え
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
示
し
て

い
た
．
そ
の
完
全
な
適
法
性
が
認
め
ら
れ
た
の
は
、
東
京
ラ
ウ
ン
ド
の
時

（
一
九
七
九
年
の
決
定
）
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
著
者
は
、

S
G
P
が
ガ
ッ
ト
の
規
制
に
服
し
、
ま
た
特
恵
供
与
国
に
か
な
り
の
裁
量

を
認
め
て
い
る
こ
と
等
に
照
ら
し
て
、
S
G
P
は
ま
た
一
般
的
最
恵
国
待

遇
制
度
と
同
等
の
法
的
地
位
を
獲
得
す
る
に
は
至
っ
て
お
ら
ず
、
「
規
範

の
二
元
性
身
＆
融
α
畠
9
同
ヨ
塗
の
原
則
」
を
語
る
の
は
尚
早
で
あ
る
と

述
べ
て
い
る
。
H
「
特
別
特
恵
」
で
は
、
前
述
の
第
二
次
ロ
メ
協
定
、
お

よ
び
E
E
C
が
地
中
海
諸
国
と
締
結
し
た
諸
協
定
に
お
け
る
地
域
的
特
恵

が
紹
介
さ
れ
る
と
と
も
に
、
S
G
P
と
特
別
特
恵
と
の
調
和
の
問
題
が
提

起
さ
れ
て
い
る
．

　
第
七
章
「
外
国
民
間
投
資
の
法
的
地
位
」
に
お
い
て
は
、
多
様
な
レ
ベ

ル
で
実
施
さ
れ
て
い
る
外
資
規
制
の
例
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
普

遍
的
レ
ベ
ル
で
は
、
投
資
紛
争
解
決
国
際
セ
ン
タ
ー
の
紛
争
解
決
方
式
と

そ
の
活
動
状
況
が
示
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
地
域
的
レ
ベ
ル
で
は
、
ア
ン
デ

ス
外
資
規
則
と
ア
ラ
ブ
相
互
投
資
保
証
会
社
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
次
に
、

近
年
増
加
し
つ
つ
あ
る
二
国
間
レ
ベ
ル
で
の
投
資
保
証
協
定
と
国
内
レ
ベ

ル
で
の
投
資
法
に
つ
い
て
、
豊
富
な
実
例
を
踏
ま
え
た
詳
細
な
検
討
が
行

わ
れ
て
い
る
。
著
者
は
、
特
に
、
投
資
法
に
お
け
る
「
安
定
化
条
項

。
一
窪
紹
号
馨
き
一
冴
慧
8
」
1
投
資
家
は
、
契
約
時
に
有
効
で
あ
っ
た

法
律
に
の
み
拘
束
さ
れ
、
将
来
の
法
改
正
の
影
響
を
受
け
な
い
こ
と
を
規

定
し
た
条
項
ー
に
関
し
て
、
投
資
受
入
国
の
主
権
を
侵
害
す
る
も
の
と

し
て
非
難
し
て
い
る
。

　
第
八
章
「
国
際
的
技
術
移
転
」
に
お
い
て
は
、
最
初
に
、
技
術
の
定
義

と
、
「
適
正
技
術
響
ぎ
。
一
。
讐
Φ
碧
鷺
o
質
幣
」
の
概
念
に
つ
い
て
説
明
が

行
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
技
術
移
転
に
関
す
る
契
約
、
国
内
法
な
ら
び

に
地
域
的
取
極
の
実
例
が
多
数
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
国
連
技
術

107



法学研究59巻3号（多86二3〕

移
転
行
動
準
則
会
議
の
第
四
会
期
（
一
九
八
一
年
）
に
提
出
さ
れ
た
行
動

準
則
案
に
関
し
て
、
条
約
の
形
式
を
望
む
開
発
途
上
国
と
、
決
議
に
よ
る

指
導
原
則
の
宣
言
で
十
分
と
す
る
先
進
国
と
の
対
立
の
シ
ェ
ー
マ
が
示
さ

れ
て
い
る
．
著
者
は
、
開
発
途
上
諸
国
が
、
精
確
な
義
務
と
実
施
メ
カ
ニ

ズ
ム
の
確
立
に
よ
り
実
質
レ
ベ
ル
で
の
規
範
性
を
準
則
に
保
証
す
る
こ
と
．

お
よ
び
準
則
採
択
か
ら
四
年
又
は
六
年
後
に
法
形
式
の
再
検
討
会
議
を
開

催
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
条
約
の
形
式
を
断
念
し
た
こ
と
を
明
ら
か

に
し
て
い
る
。

　
第
九
章
「
開
発
途
上
国
間
の
関
係
」
に
お
い
て
は
、
開
発
途
上
諸
国
が
、

集
団
的
自
立
窪
8
ぎ
巨
。
8
頴
9
貯
①
（
。
。
田
＆
奉
毘
ぼ
＆
鎧
。
①
）
を
通

じ
て
、
先
進
国
に
対
す
る
交
渉
力
を
強
化
す
る
と
と
も
に
、
途
上
国
相
互

間
に
お
け
る
国
際
分
業
体
制
の
構
造
変
革
を
行
う
必
要
性
が
強
調
さ
れ
て

い
る
．
1
「
七
七
力
国
グ
ル
ー
プ
」
で
は
、
そ
の
成
立
の
経
緯
と
内
訳
、

さ
ら
に
そ
の
後
の
グ
ル
ー
プ
の
発
展
に
つ
い
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。
H

「
南
南
協
力
会
議
」
で
は
、
国
連
開
発
途
上
国
間
技
術
協
力
会
議
（
一
九
七

八
年
）
と
、
開
発
途
上
国
間
経
済
協
力
会
議
（
一
九
七
六
年
）
が
紹
介
さ
れ

て
い
る
。
皿
「
開
発
途
上
国
間
の
地
域
的
経
済
統
合
」
で
は
、
E
E
C
と

か
コ
メ
コ
ン
と
い
っ
た
先
進
国
の
統
合
モ
デ
ル
が
不
適
当
で
あ
る
こ
と
が

指
摘
さ
れ
る
と
と
も
に
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
と
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
地

域
的
、
小
地
域
的
な
統
合
の
経
験
が
多
数
示
さ
れ
て
い
る
。
著
者
は
、
そ

の
中
で
、
特
に
中
部
ア
フ
リ
カ
関
税
経
済
連
合
U
D
E
A
C
、
西
ア
フ
リ

カ
経
済
共
同
体
C
E
A
O
な
ら
び
に
西
ア
フ
リ
カ
諸
国
共
同
体
C
D
E
A

O
を
、
開
発
途
上
国
間
の
統
合
モ
デ
ル
と
し
て
高
く
評
価
し
て
い
る
．
そ

れ
は
、
以
上
の
小
地
域
的
統
合
体
が
、
連
帯
基
金
（
地
域
協
力
税
を
財
源
と

す
る
）
を
通
じ
た
補
整
融
資
制
度
に
よ
り
、
加
盟
国
間
の
開
発
の
不
平
等

を
緩
和
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

　
以
上
が
本
書
の
概
要
で
あ
る
が
、
紹
介
を
終
え
る
に
あ
た
り
、
本
書
の

特
徴
と
し
て
次
の
二
点
を
付
記
し
て
お
き
た
い
と
思
う
．

　
第
一
は
、
開
発
問
題
に
対
す
る
本
書
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
特
異
性
で
あ
る
。

本
書
の
中
で
一
貫
し
た
著
老
の
考
え
方
は
、
前
述
の
集
団
的
自
立
理
論
で

あ
る
．
こ
の
理
論
は
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
第
三
世
界
の
連
帯
を
通
じ
て
そ

の
脆
弱
な
交
渉
力
を
強
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
現
在
の
行
き
詰
っ
た
南
北

対
話
を
蘇
生
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

　
著
者
の
立
場
は
、
一
方
で
、
開
発
問
題
に
対
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
フ
・
ー

リ
ィ
な
ど
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
何
故
な
ら
、
両
者
の
立

場
は
南
北
対
話
を
重
視
す
る
点
で
は
一
致
し
て
い
る
が
、
著
者
の
目
か
ら

見
れ
ば
、
後
者
の
ア
プ
・
ー
チ
は
、
今
尚
、
伝
統
的
な
先
進
国
か
ら
の
援

助
主
導
の
「
近
代
化
論
」
に
依
拠
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
．
両
者
の
立
場

の
違
い
は
、
次
の
点
に
お
い
て
明
瞭
で
あ
る
。
フ
・
ー
リ
ィ
は
、
国
際
開

発
制
度
の
枠
内
で
、
国
連
開
発
制
度
に
お
け
る
国
連
開
発
計
画
P
N
U
D

を
重
視
す
る
と
と
も
に
、
欧
州
開
発
制
度
に
お
け
る
・
メ
協
定
を
南
北
対

話
の
現
実
的
モ
デ
ル
と
評
価
し
て
い
る
．
そ
れ
に
対
し
て
、
著
者
は
、
P

N
U
D
に
つ
い
て
は
間
接
的
に
言
及
す
る
だ
け
で
む
し
ろ
開
発
途
上
国
問

の
統
合
の
経
験
と
そ
の
発
展
の
必
要
性
を
強
調
し
、
ま
た
ロ
メ
協
定
に
つ

い
て
は
、
A
C
P
諸
国
の
従
属
性
を
維
持
す
る
だ
け
で
な
く
第
三
世
界
の
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連
帯
を
妨
げ
る
も
の
と
し
て
強
く
非
難
し
て
い
る
．

　
著
者
の
立
場
は
、
他
方
で
、
旧
国
際
秩
序
の
搾
取
的
構
造
を
告
発
し
、

対
話
よ
り
も
対
決
を
通
じ
た
急
進
的
変
革
を
主
張
す
る
立
場
と
は
明
ら
か

に
異
な
る
。
著
者
と
同
じ
マ
グ
レ
ブ
諸
国
に
所
属
す
る
ベ
ジ
ャ
ウ
ィ
罫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

瀬
a
き
鳳
と
か
バ
ン
シ
ィ
ー
ク
罫
守
琴
匡
寄
の
著
書
は
、
後
者
の
立

場
に
近
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
．
そ
れ
に
対
し
て
、
著
者
は
、
ま
ず
伝
統
的

国
際
法
が
第
三
世
界
の
努
力
に
ど
の
程
度
貢
献
す
る
か
を
客
観
的
に
検
討

す
る
必
要
性
を
強
調
し
、
か
か
る
検
討
を
経
て
、
集
団
的
自
立
に
よ
る
対

等
な
立
場
で
の
南
北
対
話
を
通
じ
て
新
し
い
規
則
を
創
設
す
る
と
い
う
漸

進
的
立
場
を
と
っ
て
い
る
．

　
本
書
の
第
二
の
特
徴
は
、
そ
の
後
半
部
分
に
お
い
て
、
資
源
使
用
権
を

は
じ
め
、
一
次
産
品
問
題
、
通
商
特
恵
、
外
資
規
制
及
び
技
術
移
転
と
い

う
開
発
問
題
全
般
に
わ
た
り
、
豊
富
な
実
例
を
踏
ま
え
た
実
証
的
分
析
が

行
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
．
各
章
の
終
り
に
付
さ
れ
た
参
考
文
献
と
資

料
も
有
用
で
あ
る
．
た
だ
、
本
書
の
前
半
の
理
論
的
部
分
に
お
い
て
は
、

発
展
の
権
利
、
包
括
交
渉
と
い
う
新
し
い
概
念
に
言
及
し
て
い
る
も
の
の
、

主
権
平
等
概
念
の
変
容
－
政
治
的
、
消
極
的
主
権
か
ら
経
済
的
、
積
極
的

主
権
へ
、
形
式
的
平
等
か
ら
補
整
的
不
平
等
ヘ
ー
と
か
、
国
家
概
念
の
再

編
ー
抽
象
的
国
家
か
ら
具
体
的
国
家
へ
ー
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
触
れ
ら

れ
て
い
な
い
だ
け
で
な
く
、
序
論
の
「
国
際
法
の
分
析
方
法
の
刷
新
」
の

箇
所
な
ど
は
重
要
な
問
題
で
あ
る
だ
け
に
も
う
少
し
詳
し
い
説
明
が
欲
し

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
も
っ
と
も
、
こ
の
点
は
、
引
用
さ
れ
た
参
考
文
献
に
あ
た
る
こ
と
に
よ

り
か
な
り
補
完
可
能
で
あ
り
、
開
発
問
題
に
対
す
る
ユ
ニ
ー
ク
な
ア
プ
・

ー
チ
と
精
緻
な
実
証
的
分
析
と
い
う
本
書
の
基
本
的
価
値
を
減
じ
る
も
の

で
は
な
い
。
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